
令和７年度岩手県子ども・子育て会議 

幼保連携型認定こども園部会 

 

 

日 時：令和８年２月３日（火）15：45～16：30 

場 所：盛岡市勤労福祉会館 ５階大ホール 

 

 

次    第 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題 

（1） 会長、副会長の選出 

（2） 幼保連携型認定こども園の設置の認可について 

（3） その他 

 

４ 閉 会 



 

 

 

岩手県子ども・子育て会議 幼保連携型認定こども園部会名簿 

 

【委 員】                             （順不同、敬称略） 

区分 分  野 所 属 団 体 職 名 氏  名 摘要 

子どもの

保護者 

小・中学生

保護者 
一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会 副会長 山口 真樹 欠席 

子ども・子

育て支援

事業者 

保  育 
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 

・保育協議会 
会 長 稲田 泰文  

教  育 岩手県国公立幼稚園・こども園協議会 副会長 山本 ゆかり  

福  祉 岩手県民生委員児童委員協議会 副会長 佐藤 千春  

学識経験者 大 学 岩手県立大学社会福祉学部 副学長 髙橋  聡  

 

 

【事務局】 

部 局 名 課 室 名 職  名 氏  名 

保健福祉部 子ども子育て支援室 

室 長 前川 貴美子 

子育て支援担当課長 才川 拓美 

主任主査 目時 麻由 

主任 坂本 瑞歩 

 



 

子 第 1 1 2 9 号 

令和８年１月 27 日 

 

岩手県子ども・子育て会議 

幼保連携型認定こども園部会長 様 

 

岩手県知事  達 増 拓 也  

 

 

幼保連携型認定こども園の設置の認可について（諮問） 

このことについて、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成 18 年法律第 77 号）第 17 条第３項の規定に基づき、下記事例について、貴部

会の意見を求めます。 

記 

○ 意見照会事項  

幼保連携型認定こども園の設置の認可に係る審査（別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部子ども子育て支援室 

   子育て支援担当 目時 

   TEL 019-629-5460 

   FAX 019-629-5464 

資料 No.１ 



別紙

幼保連携型認定こども園の設置の認可につき審議するものの一覧表

番号 名　称 所在地 設置者 開設の時期

1 ゆもとこども園 花巻市湯本第３地割79番地11 学校法人湯本学園 令和8年4月1日

2
幼保連携型認定こども園
若葉保育園

花巻市若葉町二丁目１番22号
社会福祉法人
花巻保健福祉会

令和8年4月1日

3 認定こども園幸町保育園 久慈市小久慈町第36地割２番地３
社会福祉法人
幸町保育会

令和8年4月1日

4
幼保連携型認定こども園
ひばりこども園

久慈市天神堂32-4-1 社会福祉法人天神会 令和8年4月1日

5
幼保連携型認定こども園
山田はまぎくこども園

下閉伊郡山田町織笠第11地割13-11 社会福祉法人三心会 令和8年4月1日



1 

幼保連携型認定こども園の設置の認可について 

 

１ 幼保連携型認定こども園の設置の手続き等の概要 

 (1) 幼保連携型認定こども園とは 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもに対する教育並びに

保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られる

よう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行

うことを目的として、この法律※１の定めるところにより設置される施設 

※１ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第

77号。以下「法」という。） 

 

 (2) 設置主体（法第 12条） 

   国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人 

 

 (3) 認可等主体（法第 17条第１項） 

    都道府県知事※２、指定都市の長、中核市の長 

  ※２ 指定都市及び中核市以外の市町村が設置する施設等の届出受理（法第 16条）を含む。 

 

 (4) 審議会の意見聴取 

都道府県知事は、アからウまでの認可等をしようとするときは、あらかじめ法第 25 条に規定す

る審議会※３の意見を聴かなければならない。 

ア 設置の認可・廃止等の認可（法第 17条第３項） 

イ 事業停止命令・閉鎖命令（法第 21条第２項） 

ウ 認可の取消し（法第 22条第２項） 

※３ 本県では、「岩手県子ども・子育て会議」を当該審議会として位置づけ 

（幼保連携型認定こども園部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とすることができる

もの。） 

 

 (5) 設置基準 

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例（平成 30 年岩手県条例

第 62号）で基準を策定（国が定める基準に従い又はそれを参酌） 

 

 (6) 認可の適否 

  ア 法令上の取扱い（法第 17条第６項） 

    条例で定める基準に適合し、かつ欠格事由に該当しないと認められる場合は、認可をするもの

とされている。ただし、幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特

定教育・保育施設の利用定員の総数が、子ども・子育て支援事業支援計画に定める必要利用定員

総数に既に達している場合等は認可をしないことができる。 

イ 本県の方針 

本県においては、岩手県子ども・子育て支援事業支援計画において、「幼稚園又は保育所から

認定こども園に移行する場合にあっては、制度の目的である認定こども園の普及の観点から、既

に確保対策が量の見込を上回っている場合にも、原則として認可を行う方針※４」としていること。 

※４ 岩手県子ども・子育て支援事業支援計画に明記 

資料 No.２ 



2 

 

２ 県内の幼保連携型認定こども園の設置状況（R7.4.1現在） 公立 16、私立 133 計 149か所 

（単位：か所） 

№ 市町村名 公立 私立 計 

１ 盛岡市 0 36 36 

２ 宮古市 0 2 2 

３ 大船渡市 3 6 9 

４ 花巻市 0 12 12 

５ 北上市 0 10 10 

６ 久慈市 0 5 5 

７ 遠野市 0 1 1 

８ 一関市 6 15 21 

９ 釜石市 1 3 4 

10 二戸市 0 3 3 

11 八幡平市 0 4 4 

12 奥州市 4 16 20 

13 滝沢市 0 4 4 

14 岩手町 0 1 1 

15 紫波町 0 2 2 

16 矢巾町 0 5 5 

17 金ケ崎町 0 1 1 

18 大槌町 0 4 4 

19 山田町 0 1 1 

20 洋野町 2 2 4 

計 20市町 16 133 149 

 

３ 意見聴取の対象となる施設 

 名称 所在地 開設の時期 現在の施設種別 

１ ゆもとこども園 花巻市 R8.4.1 

新設（統合） 

※認可保育所（湯本保育園） 

 幼稚園（ゆもと幼稚園） 

２ 
幼保連携型認定こども園 

若葉保育園 
花巻市 R8.4.1 認可保育所（若葉保育園） 

３ 認定こども園幸町保育園 久慈市 R8.4.1 認可保育所（幸町保育園） 

４ 
幼保連携型認定こども園 

ひばりこども園 
久慈市 R8.4.1 認可保育所（ひばり保育園） 

５ 
幼保連携型認定こども園 

山田はまぎくこども園 
山田町 R8.4.1 

新設（統合） 

※ 認可保育所（山田町第一保育所） 

認可保育所（織笠保育園） 

 



 

 

 

 

 

教育保育概要等に関する調書 

及び設置基準対応状況 

資料 No.３ 



 

１ 

幼保連携型認定こども園に係る教育保育概要等に関する調書 

施設名 ゆもとこども園  

   

施設の所在地 〒025-0304 花巻市湯本第３地割 79番地 11 

施設の設置者 学校法人湯本学園 

施設の設置者の所在地 〒025-0304 花巻市湯本第３地割 79番地 11 

利用定員 満３歳未満児 満３歳以上児 計 

 

保育を必要とする子ども 23人 27人 50人 

保育を必要とする子ども以外

の子ども 
0人 25人  25人 

計 23人 52人 

  75人 

０歳児 ６人・１歳児 ８人 

２歳児９人・３歳児 16人 

４歳児 18人・５歳児 18人 

開園日数 開園日数：年間 290日 

休園日 ：日曜日、祝日、年末年始 

開園時間 ７時 00分 ～ 19時 00分 

教育及び保育に従事する者の数 実人員 17人（常勤換算 15人） 

学級数 ３学級 

園舎の面積 967.22㎡ 

園庭の面積 1,088.76㎡ 

給食の提供状況 全園児自園完全給食 

実施する子育て支援事業の内容  
事業の内容 事業の実施日 

実施 

場所 
対象者 

１ 
子育て支援相談室

設置事業 
開園日と同じ 園舎 

在園児及び未就学児の

両親・祖父母、地域住民 

２ 
未就園児親子支援

事業 

開園日の 

毎週水曜日 
園舎 

未就園児並びにその両

親・祖父母 

３     



2 

幼保連携型認定こども園設置基準対応状況 

施設名 ゆもとこども園  

項 目 申請内容 基準 適・否 

(1)学級編制 

学級編制 16人×１学級、18人×２学級 １学級当たり30人以下 適 

学級担任 ６人 ３人（学級数）以上 適 

(2)職員配置 

保育教諭 15.09375 人 ８人以上（※） 

４・５歳児 30 人×1/25＝1.2（２学級） 

３歳児   14 人×1/15＝0.9（１学級） 

１・２歳児 15 人×1/ 6＝2.5 

０歳児       6 人×1/ 3＝2.0  

適 

調理員 ２人 必置（ただし、調理業務の全部を委託する場合は調

理員の配置は不要） 

適 

(3)設備等 

園舎の構造 １階建 原則２階建以下 適 

園舎の面積 967.22㎡ 474.12㎡以上 

学級数による算定 

  320㎡＋（３学級－２）×100㎡＝420㎡ 

３歳未満の園児数による算定 

   ほふくしない ０歳児  6人×1.65㎡＝ 9.9㎡ 

   ほふくする   １歳児  8人×3.30㎡＝26.40㎡ 

         ２歳児  9人×1.98㎡＝17.82㎡ 

適 

園庭の面積 1088.76㎡ 429.70㎡以上 

 (1) ①、②のいずれか大きい面積 

① 学級数による算定 

    400㎡＋（３学級－３）×80㎡＝400㎡ 

② ３歳以上の園児数による算定 

    52人×3.30㎡＝171.60㎡ 

(2) ２歳の園児数による算定 

    ２歳児 9人×3.30㎡＝29.7㎡ 

適 

保育室等の面積 乳児室兼ほふく室 

66.25㎡（１室） 

36.30㎡以上 

 ほふくしない ０歳児   6人×1.65㎡＝ 9.90㎡ 

ほふくする  １歳児   8人×3.30㎡＝26.40㎡ 

適 

保育室        219.46㎡（４室） 120.78㎡以上 

     ２歳以上児   61人×1.98㎡＝120.78㎡ 

適 

(4)運営 

教育週数 年間39週 年間39週以上 適 

子育て支援事業 子育て支援相談（教育保育相談事業

）等を実施 

教育保育相談事業の実施が必須 適 

(5)欠格事由 

申請者 欠格事由に該当しない 欠格事由に該当しないこと。 

（欠格事由） 

・ 国民の福祉又は学校教育に関する法律の規定に

よる罰金刑 

・ 労働に関する法律の規定による罰金刑 

・ 認可取消しの日から５年を経過しない者 等 

確認中 

申請者の役員 欠格事由に該当しない 申請者と同様の欠格事由に該当しないこと 確認中 

※ 年齢区分別の保育教諭数は、小数点第２位以下切り捨て。計は、小数点以下四捨五入。 



 

１ 

幼保連携型認定こども園に係る教育保育概要等に関する調書 

施設名 幼保連携型認定こども園若葉保育園  

   

施設の所在地 〒025-0097 花巻市若葉町二丁目１番 22号 

施設の設置者 社会福祉法人花巻保健福祉会 

施設の設置者の所在地 〒025-0097 花巻市若葉町二丁目１番 22号 

利用定員 満３歳未満児 満３歳以上児 計 

 

保育を必要とする子ども 45人 45人 90人 

保育を必要とする子ども以外

の子ども 
0人 15人  15人 

計 45人 60人 

  105人 

０歳児 15人・１歳児 15人 

２歳児 15人・３歳児 20人 

４歳児 20人・５歳児 20人 

開園日数 開園日数：年間 291日 

休園日 ：日曜日、祝日、年末年始 

開園時間 ７時 00分 ～ 19時 00分 

教育及び保育に従事する者の数 実人員 18人（常勤換算 16.9人） 

学級数 ３学級 

園舎の面積 910.65㎡ 

園庭の面積 1,160.20㎡ 

給食の提供状況 全園児自園完全給食 

実施する子育て支援事業の内容  
事業の内容 事業の実施日 

実施 

場所 
対象者 

１ 育児相談事業 

毎週月曜から

金曜まで（祝祭

日を除く） 

園舎 
在園児以外の未就学児

の保護者、地域住民 

２     

３     



2 

幼保連携型認定こども園設置基準対応状況 

施設名 幼保連携型認定こども園若葉保育園  

項 目 申請内容 基準 適・否 

(1)学級編制 

学級編制 20人×３学級 １学級当たり30人以下 適 

学級担任 ３人 ３人（学級数）以上 適 

(2)職員配置 

保育教諭 16.95 人 13 人以上（※） 

４・５歳児 40 人×1/25＝1.6（２学級） 

３歳児   20 人×1/15＝1.3（１学級） 

１・２歳児 30 人×1/ 6＝5.0 

０歳児      15 人×1/ 3＝5.0  

適 

調理員 ２人 必置（ただし、調理業務の全部を委託する場合は調

理員の配置は不要） 

適 

(3)設備等 

園舎の構造 ２階建 原則２階建以下 適 

園舎の面積 910.65㎡ 523.95㎡以上 

学級数による算定 

  320㎡＋（３学級－２）×100㎡＝420㎡ 

３歳未満の園児数による算定 

   ほふくしない ０歳児  15人×1.65㎡＝24.75㎡ 

   ほふくする   １歳児  15人×3.30㎡＝49.50㎡ 

         ２歳児  15人×1.98㎡＝29.70㎡ 

適 

園庭の面積 1,160.20㎡ 449.50㎡以上 

 (1) ①、②のいずれか大きい面積 

① 学級数による算定 

    400㎡＋（３学級－３）×80㎡＝400㎡ 

② ３歳以上の園児数による算定 

    60人×3.30㎡＝198.00㎡ 

(2) ２歳の園児数による算定 

    ２歳児 15人×3.30㎡＝49.50㎡ 

適 

保育室等の面積 乳児室     43.24㎡（１室） 24.75㎡以上 

 ほふくしない ０歳児  15人×1.65㎡＝24.75㎡ 

適 

ほふく室    56.29㎡（１室） 49.50㎡以上 

 ほふくする  １歳児  15人×3.30㎡＝49.50㎡ 

適 

保育室        185.35㎡（４室） 148.50㎡以上 

     ２歳以上児   75人×1.98㎡＝148.50㎡ 

適 

(4)運営 

教育週数 年間44週 年間39週以上 適 

子育て支援事業 子育て支援相談（教育保育相談事業

）等を実施 

教育保育相談事業の実施が必須 適 

(5)欠格事由 

申請者 欠格事由に該当しない 欠格事由に該当しないこと。 

（欠格事由） 

・ 国民の福祉又は学校教育に関する法律の規定に

よる罰金刑 

・ 労働に関する法律の規定による罰金刑 

・ 認可取消しの日から５年を経過しない者 等 

適 

申請者の役員 欠格事由に該当しない 申請者と同様の欠格事由に該当しないこと 適 

※ 年齢区分別の保育教諭数は、小数点第２位以下切り捨て。計は、小数点以下四捨五入。 



 

１ 

幼保連携型認定こども園に係る教育保育概要等に関する調書 

施設名 認定こども園幸町保育園  

   

施設の所在地 〒028-0071 久慈市小久慈町第 36地割２番地３ 

施設の設置者 社会福祉法人幸町保育会 

施設の設置者の所在地 〒028-0071 久慈市小久慈町第 36地割２番地３ 

利用定員 満３歳未満児 満３歳以上児 計 

 

保育を必要とする子ども 20人 30人 50人 

保育を必要とする子ども以外

の子ども 
0人 10人  10人 

計 20人 40人 

  60人 

０歳児 ５人・１歳児７人 

２歳児８人・３歳児 12人 

４歳児 14人・５歳児 14人 

開園日数 開園日数：年間 293日 

休園日 ：日曜日、祝日、年末年始 

開園時間 ７時 20分 ～ 19時 00分 

教育及び保育に従事する者の数 実人員 13人（常勤換算 11人） 

学級数 ３学級 

園舎の面積 440.34㎡ 

園庭の面積 842.65㎡ 

給食の提供状況 全園児自園完全給食 

実施する子育て支援事業の内容  
事業の内容 事業の実施日 

実施 

場所 
対象者 

１ 
子育て支援相談室

設置事業 
開園日と同じ 園舎 

在園児及び未就園児の

両親・祖父母、地域住民 

２ 
未就園児就園体験

事業 
開園日と同じ 園舎 

未就園児（０～５歳）並

びにその両親・祖父母 

３     



2 

幼保連携型認定こども園設置基準対応状況 

施設名 認定こども園幸町保育園  

項 目 申請内容 基準 適・否 

(1)学級編制 

学級編制 12人×１学級、14人×２学級 １学級当たり30人以下 適 

学級担任 ３人 ３人（学級数）以上 適 

(2)職員配置 

保育教諭 11 人 ７人以上（※） 

４・５歳児 28 人×1/25＝1.1（２学級） 

３歳児   12 人×1/15＝0.8（１学級） 

１・２歳児 15 人×1/ 6＝2.5 

０歳児       5 人×1/ 3＝1.6  

適 

調理員 ２人 必置（ただし、調理業務の全部を委託する場合は調

理員の配置は不要） 

適 

(3)設備等 

園舎の構造 １階建 原則２階建以下 適 

園舎の面積 440.34㎡ 126.39㎡以上 

満２歳未満の園児数による算定 

   ほふくしない ０歳児  ５人×1.65㎡＝ 8.25㎡ 

   ほふくする   １歳児  ７人×3.30㎡＝23.10㎡ 

      満２歳以上  48人×1.98㎡＝95.04㎡ 

特例 

園庭の面積 842.65㎡ 426.40㎡以上 

 (1) ①、②のいずれか大きい面積 

① 学級数による算定 

    400㎡＋（３学級－３）×80㎡＝400㎡ 

② ３歳以上の園児数による算定 

    40人×3.30㎡＝132.00㎡ 

(2) ２歳の園児数による算定 

    ２歳児 8人×3.30㎡＝26.40㎡ 

適 

保育室等の面積 乳児室兼ほふく室  

    28.22㎡（１室） 

21.45㎡以上 

 ほふくしない ０歳児   5人×1.65㎡＝8.25㎡ 

ほふくする  １歳児   4人×3.30㎡＝13.20㎡ 

適 

ほふく室兼保育室 

    27.85㎡（１室） 

25.74㎡以上 

 ほふくする  １歳児   3人×3.30㎡＝ 9.90㎡ 

                ２歳児  8人×1.98㎡＝15.84㎡ 

適 

保育室         93.03㎡（３室） 79.20㎡以上 

     ３歳以上児   40人×1.98㎡＝79.20㎡ 

適 

(4)運営 

教育週数 年間50週 年間39週以上 適 

子育て支援事業 子育て支援相談（教育保育相談事業

）等を実施 

教育保育相談事業の実施が必須 適 

(5)欠格事由 

申請者 欠格事由に該当しない 欠格事由に該当しないこと。 

（欠格事由） 

・ 国民の福祉又は学校教育に関する法律の規定に

よる罰金刑 

・ 労働に関する法律の規定による罰金刑 

・ 認可取消しの日から５年を経過しない者 等 

適 

申請者の役員 欠格事由に該当しない 申請者と同様の欠格事由に該当しないこと 適 

※ 年齢区分別の保育教諭数は、小数点第２位以下切り捨て。計は、小数点以下四捨五入。 



 

１ 

幼保連携型認定こども園に係る教育保育概要等に関する調書 

施設名 幼保連携型認定こども園ひばりこども園  

   

施設の所在地 〒028-0031 久慈市天神堂 32-4-1 

施設の設置者 社会福祉法人天神会 

施設の設置者の所在地 〒028-0031 久慈市天神堂 32-8 

利用定員 満３歳未満児 満３歳以上児 計 

 

保育を必要とする子ども 15人 20人 35人 

保育を必要とする子ども以外

の子ども 
0人 10人  10人 

計 15人 30人 

  45人 

０歳児３人・１歳児６人 

２歳児６人・３歳児 10人 

４歳児 10人・５歳児 10人 

開園日数 開園日数：年間 292日 

休園日 ：日曜日、祝日、年末年始 

開園時間 ７時 00分 ～ 18時 00分 

教育及び保育に従事する者の数 実人員 ７人（常勤換算 ７人） 

学級数 ２学級 

園舎の面積 672.83㎡ 

園庭の面積 1,356.14㎡ 

給食の提供状況 全園児自園完全給食 

実施する子育て支援事業の内容  
事業の内容 事業の実施日 

実施 

場所 
対象者 

１ 子育て相談事業 
開園日と同じ

（土曜を除く） 

園舎 

電話 

在園児及び未就園児の両

親・祖父母、地域住民 

２ 一時預かり事業 開園日と同じ 保育室 
保育を必要とする保護

者、未就園児 

３ 
親子の交流の場

の提供事業 
毎週３日程度 

園舎 

園庭 
未就園児と保護者 

４ 
支援者への情報

提供・助言事業 
随時 園内等 

地域の子育て支援者、関

心のある方 
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幼保連携型認定こども園設置基準対応状況 

施設名 幼保連携型認定こども園ひばりこども園  

項 目 申請内容 基準 適・否 

(1)学級編制 

学級編制 10人×１学級、20人×１学級 １学級当たり30人以下 適 

学級担任 ２人 ２人（学級数）以上 適 

(2)職員配置 

保育教諭 ７人 ５人以上（※） 

４・５歳児 20 人×1/25＝0.8（１学級） 

３歳児   10 人×1/15＝0.6（１学級） 

１・２歳児 12 人×1/ 6＝2.0 

０歳児       3 人×1/ 3＝1.0  

適 

調理員 ２人 必置（ただし、調理業務の全部を委託する場合は調

理員の配置は不要） 

適 

(3)設備等 

園舎の構造 １階建 原則２階建以下 適 

園舎の面積 672.83㎡ 356.63㎡以上 

学級数による算定 

  320㎡＋（２学級－２）×100㎡＝320㎡ 

３歳未満の園児数による算定 

   ほふくしない ０歳児  3人×1.65㎡＝4.95㎡ 

   ほふくする   １歳児  6人×3.30㎡＝19.80㎡ 

         ２歳児  6人×1.98㎡＝11.88㎡ 

適 

園庭の面積 1,356.14㎡ 379.80㎡以上 

 (1) ①、②のいずれか大きい面積 

① 学級数による算定 

    330㎡＋（２学級－１）×30㎡＝360㎡ 

② ３歳以上の園児数による算定 

    30人×3.30㎡＝99.00㎡ 

(2) ２歳の園児数による算定 

    ２歳児 6人×3.30㎡＝19.80㎡ 

適 

保育室等の面積 乳児室  

    29.50㎡（１室） 

8.25㎡以上 

 ほふくしない ０歳児   5人×1.65㎡＝8.25㎡ 

適 

ほふく室 

    29.56㎡（１室） 

19.80㎡以上 

 ほふくする  １歳児   6人×3.30㎡＝19.80㎡ 

適 

保育室        108.66㎡（３室） 71.28㎡以上 

     ２歳以上児    36人×1.98㎡＝71.28㎡ 

適 

(4)運営 

教育週数 年間46週 年間39週以上 適 

子育て支援事業 子育て支援相談（教育保育相談事業

）等を実施 

教育保育相談事業の実施が必須 適 

(5)欠格事由 

申請者 欠格事由に該当しない 欠格事由に該当しないこと。 

（欠格事由） 

・ 国民の福祉又は学校教育に関する法律の規定に

よる罰金刑 

・ 労働に関する法律の規定による罰金刑 

・ 認可取消しの日から５年を経過しない者 等 

適 

申請者の役員 欠格事由に該当しない 申請者と同様の欠格事由に該当しないこと 適 

※ 年齢区分別の保育教諭数は、小数点第２位以下切り捨て。計は、小数点以下四捨五入。 



 

１ 

幼保連携型認定こども園に係る教育保育概要等に関する調書 

施設名 幼保連携型認定こども園山田はまぎくこども園  

   

施設の所在地 〒028-1361 下閉伊郡山田町織笠第 11地割 13－11 

施設の設置者 社会福祉法人三心会 

施設の設置者の所在地 〒028-1333 下閉伊郡山田町後楽町４番５号 

利用定員 満３歳未満児 満３歳以上児 計 

 

保育を必要とする子ども 55人 75人 130人 

保育を必要とする子ども以外

の子ども 
0人 10人  10人 

計 55人 85人 

  140人 

０歳児 10人・１歳児 20人 

２歳児 25人・３歳児 28人 

４歳児 28人・５歳児 29人 

開園日数 開園日数：年間 294日 

休園日 ：日曜日、祝日、年末年始 

開園時間 ７時 00分 ～ 19時 00分 

教育及び保育に従事する者の数 実人員 19人（常勤換算 17.75人） 

学級数 ３学級 

園舎の面積 1,312.88㎡ 

園庭の面積 1,931.00㎡ 

給食の提供状況 全園児自園完全給食 

実施する子育て支援事業の内容  
事業の内容 事業の実施日 

実施 

場所 
対象者 

１ 
子育て支援相談室

設置事業 
月曜から金曜 園舎 

在園児及び未就学児の

両親・祖父母、地域住民 

２ 
未就園児就園体験

事業 
月曜から金曜 園舎 

未就園児並びにその両

親・祖父母 

３     
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幼保連携型認定こども園設置基準対応状況 

施設名 幼保連携型認定こども園山田はまぎくこども園  

項 目 申請内容 基準 適・否 

(1)学級編制 

学級編制 28人×２学級、29人×１学級 １学級当たり30人以下 適 

学級担任 ３人 ３人（学級数）以上 適 

(2)職員配置 

保育教諭 17.75 人 15 人以上（※） 

４・５歳児 57 人×1/25＝2.2（２学級） 

３歳児   28 人×1/15＝1.8（１学級） 

１・２歳児 45 人×1/ 6＝7.5 

０歳児      10 人×1/ 3＝3.3  

適 

調理員 ４人 必置（ただし、調理業務の全部を委託する場合は調

理員の配置は不要） 

適 

(3)設備等 

園舎の構造 １階建 原則２階建以下 適 

園舎の面積 1,256.40㎡ 552.00㎡以上 

学級数による算定 

  320㎡＋（３学級－２）×100㎡＝420㎡ 

３歳未満の園児数による算定 

   ほふくしない ０歳児  10人×1.65㎡＝16.50㎡ 

   ほふくする   １歳児  20人×3.30㎡＝66.00㎡ 

         ２歳児  25人×1.98㎡＝49.50㎡ 

適 

園庭の面積 1,931.00㎡ 482.50㎡以上 

 (1) ①、②のいずれか大きい面積 

① 学級数による算定 

    400㎡＋（３学級－３）×80㎡＝400㎡ 

② ３歳以上の園児数による算定 

    85人×3.30㎡＝280.50㎡ 

(2) ２歳の園児数による算定 

    ２歳児 25人×3.30㎡＝82.50㎡ 

適 

保育室等の面積 乳児室     34.76㎡（１室） 16.50㎡以上 

 ほふくしない ０歳児  10人×1.65㎡＝16.50㎡ 

適 

ほふく室    67.37㎡（１室） 66.00㎡以上 

 ほふくする  １歳児  20人×3.30㎡＝66.00㎡ 

適 

保育室        235.62㎡（４室） 217.80㎡以上 

     ２歳以上児  110人×1.98㎡＝217.80㎡ 

適 

(4)運営 

教育週数 年間41週 年間39週以上 適 

子育て支援事業 子育て支援相談（教育保育相談事業

）等を実施 

教育保育相談事業の実施が必須 適 

(5)欠格事由 

申請者 欠格事由に該当しない 欠格事由に該当しないこと。 

（欠格事由） 

・ 国民の福祉又は学校教育に関する法律の規定に

よる罰金刑 

・ 労働に関する法律の規定による罰金刑 

・ 認可取消しの日から５年を経過しない者 等 

適 

申請者の役員 欠格事由に該当しない 申請者と同様の欠格事由に該当しないこと 適 

※ 年齢区分別の保育教諭数は、小数点第２位以下切り捨て。計は、小数点以下四捨五入。 



参考  

 

 

関係法令等 

 

目  次 

○ 岩手県子ども・子育て会議条例      

 

○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（関係個所抜粋）    

 

○ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準                     

 

○ 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定

める条例                        

 

○ 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定

める条例施行規則                

 

 





平成十八年法律第七十七号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第一章　総則

（定義）
第二条　この法律において「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
２　この法律において「幼稚園」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する幼稚園

をいう。
３　この法律において「保育所」とは、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規

定する保育所をいう。
４　この法律において「保育機能施設」とは、児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十
九条第一項に規定する業務を目的とするもの（少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるも
のを除く。）をいう。

５　この法律において「保育所等」とは、保育所又は保育機能施設をいう。
６　この法律において「認定こども園」とは、次条第一項又は第三項の認定を受けた施設、同条第十項の規定

による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
７　この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして

の満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの
子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に
対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。

８　この法律において「教育」とは、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第六条第一項に規定する法律
に定める学校（第九条において単に「学校」という。）において行われる教育をいう。

９　この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。
１０　この法律において「保育を必要とする子ども」とは、児童福祉法第六条の三第九項第一号に規定する保

育を必要とする乳児・幼児をいう。
１１　この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
１２　この法律において「子育て支援事業」とは、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者から

の相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を
受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業、地域の子どもの養育に関する援
助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調
整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提
供及び助言を行う事業であって主務省令で定めるものをいう。

第三章　幼保連携型認定こども園

（設置者）
第十二条　幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体（公立大学法人を含む。第十七条第一項において同

じ。）、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。

令和7年10月1日 施行 現在施行

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和七年法律第二十九号）

Law RevisionID:418AC0000000077_20251001_507AC0000000029

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026#Mp-At_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-At_39-Pr_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-At_59-Pr_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-At_39-Pr_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-At_39-Pr_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120#Mp-At_6-Pr_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-At_6_3-Pr_7-It_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-At_6_3-Pr_9-It_1
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164#Mp-At_6


（設置等の届出）
第十六条　市町村（指定都市等を除く。以下この条及び次条第五項において同じ。）（市町村が単独で又は他

の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。）は、幼保連携型認定こども園を設置しようとすると
き、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止若しくは設置者の変更その他政令で定める事項
（同条第一項及び第三十四条第六項において「廃止等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、都
道府県知事に届け出なければならない。

（設置等の認可）
第十七条　国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置

した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事（指定都市等の区域内に所在す
る幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条
第一項において同じ。）の認可を受けなければならない。

２　都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第十三条第一項の条例で定める基準に適合す
るかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
一　申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により

罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
二　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三　申請者が、第二十二条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過

しない者であるとき。ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該
認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども
園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認
定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認可の取消しに該当しな
いこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

四　申請者が、第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による
通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定による幼
保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連
携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

五　申請者が、第十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づ
き第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込ま
れる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日
以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に前項の規定による幼保連携型
認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連携型認定
こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六　申請者が、認可の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると
き。

七　申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ　第一号、第二号又は前号に該当する者
ハ　第二十二条第一項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当該取消しの

処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその幼保連携型認定こども
園の設置者の役員又はその園長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの（当該
認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となっ
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た事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制
の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有して
いた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当である
と認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。）

ニ　第四号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園（当該廃止について相
当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。）において、同号の通知の日前六十日以内にその設置
者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の日から起算して五年を経過しないもの

３　都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他
の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

４　指定都市等の長は、第一項の認可をしようとするときは、その旨及び第四条第一項各号に掲げる事項を都
道府県知事に通知しなければならない。

５　都道府県知事は、第一項の設置の認可をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじ
め、当該認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を管轄する市町村の長に協議し
なければならない。

６　都道府県知事は、第一項及び第二項に基づく審査の結果、その申請が第十三条第一項の条例で定める基準
に適合しており、かつ、第二項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第一項の設置の認可をする
ものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県子ども・子育て支援事
業支援計画（指定都市等の長が同項の設置の認可を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条
第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同
じ。）の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第
一項の設置の認可をしないことができる。
一　当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域（子ども・子育て支援法第
六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域（指定都市等の長が第一項の設置の認可を
行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供
区域）をいう。以下この項において同じ。）における特定教育・保育施設の利用定員の総数（同法第十九
条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計
画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子ども
に係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることに
なると認めるとき。

二　当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施
設の利用定員の総数（子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限
る。）が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必
要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該
申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

三　当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施
設の利用定員の総数（子ども・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限
る。）が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必
要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該
申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

７　都道府県知事は、第一項の設置の認可をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通
知しなければならない。

（事業停止命令）
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第二十一条　都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こども園の事
業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
一　幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に故意に

違反し、かつ、園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。
二　幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。
三　正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。

２　都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、あらかじ
め、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

（認可の取消し）
第二十二条　都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令

若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り消すこ
とができる。

２　都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定
する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

（都道府県における合議制の機関）
第二十五条　第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権限に属させられた

事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機
関を置くものとする。



平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第
十三条第二項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を次
のように定める。

（趣旨）
第一条　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（以下「法」という。）第
十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定に
よる基準とする。
一　法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県（指定都市等所在施

設（法第三条第一項に規定する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。）である幼保連携型認定
こども園（都道府県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等（法第三条第一項に規定する
指定都市等をいう。次項において同じ。）。以下同じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準　第四
条、第五条及び第十三条第二項（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六
十三号）第八条第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。）並びに附則第二条第一項、第三条及び
第五条から第九条までの規定による基準

二　法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当
たって従うべき基準　第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項（児童福祉施設の設備及び
運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。）及び第二項（同令第八条
第二項の規定を読み替えて準用する部分に限る。）並びに第十四条並びに附則第二条第二項及び第四条の
規定による基準

三　法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当
たって従うべき基準　第三条の二、第九条第一項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第十二条及
び第十三条第一項（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第九条、第十一条（第四項ただし書を除
く。）、第十四条の二及び第三十二条の二（後段を除く。）の規定を読み替えて準用する部分に限る。）
の規定による基準

四　法第十三条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定
めるに当たって参酌すべき基準　この命令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のも
の

２　法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、都道府県知事（指定都市等所在施設である幼保連携型認定
こども園（都道府県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等の長。以下同じ。）の監督に属
する幼保連携型認定こども園の園児（法第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。）が、明るく
て、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身とも
に健やかに育成されることを保障するものとする。

令和7年10月1日 施行 現在施行

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令（令和七年内閣

府・文部科学省令第二号）

Law RevisionID:426M60000182001_20251001_507M60000082002
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３　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、法第十三条第二項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努
めるものとする。

（設備運営基準の目的）
第二条　法第十三条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準（次条において「設備運営基準」とい

う。）は、都道府県知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境におい
て、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されるこ
とを保障するものとする。

（設備運営基準の向上）
第三条　都道府県知事は、その管理に属する法第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴

き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上さ
せるように勧告することができる。

２　都道府県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

（虐待等の禁止）
第三条の二　職員は、園児に対し、法第二十七条の二第一項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。

（学級の編制の基準）
第四条　満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
２　一学級の園児数は、三十五人以下を原則とする。
３　学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

（職員の数等）
第五条　幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教

諭（次項において「保育教諭等」という。）を一人以上置かなければならない。
２　特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こ

ども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
３　幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育（満三歳未満の園児については、その保育。以下同

じ。）に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める
員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならない。

園児の区分 員数

一　満四歳以上の園児 おおむね二十五人につき一人

二　満三歳以上満四歳未満の園児 おおむね十五人につき一人

三　満一歳以上満三歳未満の園児 おおむね六人につき一人

四　満一歳未満の園児 おおむね三人につき一人

備考
一　この表に定める員数は、副園長（幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百
四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第六条において同じ。）を有
し、かつ、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の十八第三項に規定する保育士登録（同
法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律
（令和七年法律第二十九号。以下この一において「改正法」という。）附則第十二条の規定による改正前の
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国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区
域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録、
当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当該事
業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録。
以下この一において「登録」という。）を受けたものに限る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有
し、かつ、登録を受けたものに限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師で
あって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。
二　この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とす
る。
三　この表の第一号及び第二号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とす
る。
四　園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。

４　幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第十三条第一項において読み替
えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二（後段を除く。第七条第三項におい
て同じ。）の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かな
いことができる。

５　幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一　副園長又は教頭
二　主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
三　事務職員

（園舎及び園庭）
第六条　幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
２　園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
３　乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所（以下この項及び次項において「保育室等」という。）は一

階に設けるものとする。ただし、園舎が第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及
び運営に関する基準第三十二条第八号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項た
だし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、第十三条第一項において読み替えて準用する同
令第三十二条第八号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

４　前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の
保育の用に供するものでなければならない。

５　園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
６　園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

一　次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数 面積（平方メートル）

一学級 １８０

二学級以上 ３２０＋１００×（学級数－２）

二　満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積
７　園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

一　次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
イ　次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
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学級数 面積（平方メートル）

二学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１）

三学級以上 ４００＋８０×（学級数－３）

ロ　三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積
二　三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積

（園舎に備えるべき設備）
第七条　園舎には、次に掲げる設備（第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子ども

を入園させる場合に限る。）を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室
及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
一　職員室
二　乳児室又はほふく室
三　保育室
四　遊戯室
五　保健室
六　調理室
七　便所
八　飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

２　保育室（満三歳以上の園児に係るものに限る。）の数は、学級数を下ってはならない。
３　満三歳以上の園児に対する食事の提供について、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施
設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあって
は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定
こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども
園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

４　園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人
に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわら
ず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食
事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

５　飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
６　次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

一　乳児室　一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二　ほふく室　三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
三　保育室又は遊戯室　一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積

７　第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
一　放送聴取設備
二　映写設備
三　水遊び場
四　園児清浄用設備
五　図書室
六　会議室

（園具及び教具）
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第八条　幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全
上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

２　前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

（教育及び保育を行う期間及び時間）
第九条　幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすもの

でなければならない。
一　毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下ってはならないこと。
二　教育に係る標準的な一日当たりの時間（次号において「教育時間」という。）は、四時間とし、園児の

心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
三　保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間（満三歳以上の保育を必要とする

子どもに該当する園児については、教育時間を含む。）は、一日につき八時間を原則とすること。
２　前項第三号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し

て、園長がこれを定めるものとする。

（子育て支援事業の内容）
第十条　幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義

的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨とし
て、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育
及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に
応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努める
ものとする。

（掲示）
第十一条　幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認

定こども園である旨を掲示しなければならない。

（学校教育法施行規則の準用）
第十二条　学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第五十四条の規定は、幼保連携型認定こど

も園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児（以下この条において「園児」と
いう。）が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用）
第十三条　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条、第五条第一項、第二項及び第四項、第七条の
二、第九条、第九条の三、第十一条（第四項ただし書を除く。）、第十四条の二、第十四条の三第一項、第
三項及び第四項、第三十二条第八号、第三十二条の二（後段を除く。）並びに第三十六条の規定は、幼保連
携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替
える児
童福祉
施設の
設備及
び運営
に関す

読み替えられる字句 読み替える字句
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る基準
の規定

第四条
の見出
し及び
同条第
二項

最低基準 設備運営基準

第四条
第一項

最低基準 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第十三条第一項の規定により都道
府県（同法第三条第一項に規定する指定都市等所在施
設である同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定
こども園（都道府県が設置するものを除く。）につい
ては、当該指定都市等（同法第三条第一項に規定する
指定都市等をいう。））が条例で定める基準（以下こ
の条において「設備運営基準」という。）

第五条
第一項

入所している者 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児
（以下「園児」という。）

第五条
第二項
及び第
十一条
第五項

児童の 園児の

第七条
の二第
一項

法 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律

第九条
の見出
し

入所した者 園児

第九条
並びに
第十一
条第二
項及び
第三項

入所している者 園児

第九条 又は入所 又は入園
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第九条
の三第
一項

利用者に対する支援の提供 園児の教育及び保育（満三歳未満の園児については、
その保育。以下同じ。）

  及び 並びに

第十一
条第一
項

入所している者 保育を必要とする子どもに該当する園児

  第八条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及
び運営に関する基準第十三条第二項において読み替え
て準用する第八条

  社会福祉施設 学校、社会福祉施設等

第十四
条の二

利用者 園児

第十四
条の三
第一項

援助 教育及び保育並びに子育ての支援

  入所している者 園児

第十四
条の三
第三項

援助に関し、当該措置又は助産の実
施、母子保護の実施若しくは保育の提
供若しくは法第二十四条第五項若しく
は第六項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について、

第三十
二条第
八号

又は遊戯室 、遊戯室又は便所

第三十
二条第
八号イ

耐火建築物（建築基準法（昭和二十五
年法律第二百一号）第二条第九号の二
に規定する耐火建築物をいう。以下こ
の号において同じ。）又は準耐火建築
物（同条第九号の三に規定する準耐火
建築物をいい、同号ロに該当するもの
を除く。）（保育室等を三階以上に設
ける建物にあっては、耐火建築物）

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第
九号の二に規定する耐火建築物

第三十
二条第
八号ロ

施設又は設備 設備
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第三十
二条第
八号ハ

施設及び設備 設備

第三十
二条第
八号ヘ

乳幼児 園児

第三十
二条の
二

第十一条第一項 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及
び運営に関する基準第十三条第一項において読み替え
て準用する第十一条第一項

  幼児 園児

  乳幼児 園児

第三十
六条

保育所の長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長

  入所している乳幼児 園児

  保育 教育及び保育

２　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備につ
いて準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員
については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等
の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」
と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要
と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設
備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設
備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の
設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児の保育に直接従事する職
員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員につ
いては、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備につい
ては「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」と読み替えるものとする。

（幼稚園設置基準の準用）
第十四条　幼稚園設置基準（昭和三十一年文部省令第三十二号）第七条の規定は、幼保連携型認定こども園に

ついて準用する。この場合において、同条第一項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第
二項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

附　則

（施行期日）
第一条　この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律（平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。）の施行の日（以下「施行日」とい
う。）から施行する。
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（みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置）
第二条　施行日から起算して五年間は、第五条第三項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園

（一部改正法附則第三条第一項の規定により法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼
保連携型認定こども園（一部改正法による改正前の法第七条第一項に規定する認定こども園である同法第三
条第三項に規定する幼保連携施設（幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。）をいう。）をいう。以下
この条において同じ。）の職員配置については、なお従前の例によることができる。

２　みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第六条から第八条までの規定にかかわらず、当分の
間、なお従前の例によることができる。

（幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例）
第三条　施行日から起算して十二年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第五条第
三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができ
る。

（幼保連携型認定こども園の設置に係る特例）
第四条　施行日の前日において現に幼稚園（その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認め

られるものに限る。以下この条において同じ。）を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と
同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該
幼保連携型認定こども園に係る第六条第三項及び第七項並びに第七条第六項の規定の適用については、当分
の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。

読み
替え
る規
定

読み替えられる字句 読み替える字句

第六
条第
三項

第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉
施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号
イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たす

耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を
備える

第六
条第
七項

一　次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
イ　次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同
表の下欄に定める面積

一　次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、
それぞれ同表の下欄に定める面積

       

          学級数 面積（平方メートル）  

    学級数 面積（平方メートル）     二学級以
下

３３０＋３０×（学級
数－１）

 

    二学級以下 ３３０＋３０×（学級数－
１）

    三学級以
上

４００＋８０×（学級
数－３）
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    三学級以上 ４００＋８０×（学級数－
３）

   

  ロ　三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じ
て得た面積

 

第七
条第
六項

一　乳児室　一・六五平方メートルに満二歳未満の園
児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二　ほふく室　三・三平方メートルに満二歳未満の園
児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
三　保育室又は遊戯室　一・九八平方メートルに満二
歳以上の園児数を乗じて得た面積

一　乳児室　一・六五平方メートルに満二
歳未満の園児のうちほふくしないものの数
を乗じて得た面積
二　ほふく室　三・三平方メートルに満二
歳未満の園児のうちほふくするものの数を
乗じて得た面積

２　施行日の前日において現に保育所（その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められ
るものに限る。以下この条において同じ。）を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一
の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保
連携型認定こども園に係る第六条第三項、第六項及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の
上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす
る。

読み替え
る規定

読み替えられる字句 読み替える字句

第六条第
三項

第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉
施設の設備及び運営に関する基準

児童福祉施設の設備及び運営に関する基
準

第六条第
六項

一　次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同
表の下欄に定める面積

一　満三歳以上の園児数に応じ、次条第
六項の規定により算定した面積

         

    学級数 面積（平方メートル）    

    一学級 １８０    

    二学級以上 ３２０＋１００×（学級数－
２）

   

         

第六条第
七項

一　次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
イ　次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同
表の下欄に定める面積

一　三・三平方メートルに満三歳以上の
園児数を乗じて得た面積

         

    学級数 面積（平方メートル）    
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    二学級以下 ３３０＋３０×（学級数－１）    

    三学級以上 ４００＋８０×（学級数－３）    

  ロ　三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じ
て得た面積

 

３　施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該
幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども
園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同
一の敷地内又は隣接する位置に園庭（第六条第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。）を設けるもの
は、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることが
できる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がな
いようにしなければならない。
一　園児が安全に移動できる場所であること。
二　園児が安全に利用できる場所であること。
三　園児が日常的に利用できる場所であること。
四　教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

（幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例）
第五条　園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第五条第三項本文の規定に

より必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員（以下「職員」という。）の数が一人となる場合に
は、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち一人は、同項の表備考第一号の規定にか
かわらず、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

第六条　第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許
状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学
校教諭等免許状所持者」という。）をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免
許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

第七条　一日につき八時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる
職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第五条第三項の表備
考第一号に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じ
て置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び
経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する
場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

第八条　第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、一人に限って、当該幼保連携型認定
こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）をもって代えることができ
る。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する
知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって第五条第三項の表備考
第一号に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

２　前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事し
てはならない。

第九条　前三条の規定により第五条第三項の表備考第一号に定める者を小学校教諭等免許状所持者、都道府県
知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当



該小学校教諭等免許状所持者、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看
護師等の総数は、同項の規定により置かなければならない職員の数の三分の一を超えてはならない。



○社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例

平成30年12月19日

条例第62号

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例

目次

第1章　総則(第1条・第2条)

第2章　事業者等の要件及び設備等に関する基準の原則(第3条)

第3章　事業者等の要件及び設備等に関する基準の別段の定め

第1節　医療保護施設及び授産施設の運営に関する基準(第4条・第5条)

第2節　特別養護老人ホームの設備に関する基準(第6条)

第3節　指定介護老人福祉施設の事業者の要件及び設備に関する基準(第7条・第8条)

第4節　認定こども園の認定の要件(第9条)

第5節　幼保連携型認定こども園の運営に関する基準(第10条)

第4章　補則(第11条)

附則

第1章　総則

(趣旨)

第1条　この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、医療法(昭和23年法律第205号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福

祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定により、社会福祉施設等

の事業者及び認定の要件並びに設備、運営等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条　この条例において「社会福祉施設等」とは、別表の社会福祉施設等の欄に掲げる施設及び事業をいう。

第2章　事業者等の要件及び設備等に関する基準の原則

第3条　社会福祉施設等についてそれぞれ別表の法律の規定の欄に掲げる規定により条例で定めることとされている同表の要件及び基

準の欄に掲げる要件及び基準については、この条例(この条例の改正に伴う経過措置を定める規定を含む。)に別段の定めがあるもの

を除き、同表の法令等の欄に掲げる法令等(当該法令等の改正に伴う経過措置を定める規定を含む。)に定めるものをもって、その要

件及び基準とする。

第3章　事業者等の要件及び設備等に関する基準の別段の定め

第1節　医療保護施設及び授産施設の運営に関する基準

(医療保護施設の運営の基準)

第4条　別表5の項に掲げる医療保護施設は、医療法その他医療に関する法令に基づき適切に運営されなければならない。

(授産施設の運営の基準)

第5条　別表5の項に掲げる授産施設の規模に係る救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和

41年厚生省令第18号)第23条第2項の規定の適用については、同項中「授産施設」とあるのは、「授産施設(法第38条第1項第4号に規

定する授産施設に限る。)」とする。

第2節　特別養護老人ホームの設備に関する基準

第6条　別表9の項に掲げる特別養護老人ホームに設ける居室に係る特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省

令第46号)第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イの規定の適用については、これらの規定中「入所者へのサービスの提供上必

要と認められる場合は、2人」とあるのは、「地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下」とする。

第3節　指定介護老人福祉施設の事業者の要件及び設備に関する基準

(指定介護老人福祉施設の事業者の要件)

第7条　別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設の指定に係る介護保険法第86条第1項に規定する条例で定める入所定員の数は、30人

以上とする。

(指定介護老人福祉施設の設備の基準)

第8条　別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設に設ける居室に係る指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成

11年厚生省令第39号)第3条第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と

認められる場合は、2人」とあるのは、「地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下」とする。

第4節　認定こども園の認定の要件

第9条　別表22の項に掲げる認定こども園は、原則として全ての開園日において、子育て支援事業として教育・保育相談事業(認定こど

も園法第2条第12項に規定する地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を

行う事業であって主務省令で定めるもののうち知事が定めるものをいう。)を実施しなければならない。

第5節　幼保連携型認定こども園の運営に関する基準

第10条　前条の規定は、別表23の項に掲げる幼保連携型認定こども園における子育て支援事業の実施について準用する。

第4章　補則

第11条　この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

附　則

(施行期日)

1　この条例は、公布の日から施行する。

(認定こども園の認定の要件を定める条例等の廃止)

2　次に掲げる条例は、廃止する。

(1)　認定こども園の認定の要件を定める条例(平成18年岩手県条例第68号)

(2)　医療法施行条例(平成24年岩手県条例第69号)

(3)　救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第70号)

(4)　軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第71号)



(5)　養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第72号)

(6)　特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第73号)

(7)　指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第74号)

(8)　指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第75号)

(9)　介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第76号)

(10)　指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第77号)

(11)　指定介護予防サービス等の事業の設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第78号)

(12)　指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第79号)

(13)　指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第80号)

(14)　指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第81号)

(15)　指定障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年岩手県条例第82号)

(16)　障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第83号)

(17)　地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第84号)

(18)　福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第85号)

(19)　障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第86号)

(20)　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第87号)

(21)　婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第88号)

(22)　幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年岩手県条例第103号)

(23)　介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第19号)

(特別養護老人ホームの設備に関する基準に係る経過措置)

3　別表9の項に掲げる特別養護老人ホームに設ける居室に係る特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第3条の規定の適

用については、同条第1項中「第11条第4項第1号及び第55条第4項第1号」とあるのは「社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等

に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)第6条の規定により読み替えて適用される第11条第4項第1号イ及び第55条第4

項第1号イ並びに第11条第4項第1号ハ及び第55条第4項第1号ハ」と、「「4人」とあるのは「原則として4人」」とあるのは「「1人と

すること。ただし、地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる」とあるのは「原則として4人以下

とすること」」と、同条第2項中「「原則として4人」とあるのは、「8人」」とあるのは「「原則として4人以下」とあるのは、「8

人以下」」とする。

4　別表9の項に掲げる特別養護老人ホームに設ける居室に係る地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成23年厚生労働省令第127号)附則第2条第2項

の規定の適用については、同項中「新特養基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イの」とあるのは「社会福祉施設等の事業

者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)第6条の規定により読み替えて適用される特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イの」と、「新特養基準第11条第4項第1号イ及び第

55条第4項第1号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」」とあるのは「これらの規定中「1人とすること。ただし、地域の実情に応じ

て知事が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」」とする。

(指定居宅サービスの事業の設備に関する基準に係る経過措置)

5　別表10の項に掲げる指定居宅サービスの事業のうち、復興推進事業(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第4条第2

項第5号に規定する復興推進事業をいう。以下同じ。)として、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省

令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成23年内閣府・厚生労働省令第9号)第6条に規定する訪問

リハビリテーション事業所整備推進事業を定めた認定復興推進計画(同法第6条第1項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同

じ。)に定められた区域内に存する指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」とい

う。)の事業を行う事業所であって、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院との密接な連携を確保し、指定訪問リハビリ

テーションを適切に行うことができるものであると知事が認めるものの設備に係る指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第77条第1項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、同項中「病院、診療

所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは、「事業の」とする。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

(指定介護老人福祉施設の設備に関する基準に係る経過措置)

6　別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設に設ける居室に係る指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第4条

の規定の適用については、同条第1項中「第3条第1項第1号」とあるのは「社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準

を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)第8条の規定により読み替えて適用される第3条第1項第1号イ及び同号ロ」と、「「4人」

とあるのは「原則として4人」」とあるのは「「1人とすること。ただし、地域の実情に応じて知事が必要と認めた場合は、4人以下

とすることができる」とあるのは「原則として4人以下とすること」」と、同条第2項中「「原則として4人」とあるのは、「8人」」

とあるのは「「原則として4人以下」とあるのは、「8人以下」」とする。

7　別表11の項に掲げる指定介護老人福祉施設に設ける居室に係る地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第3条第2項の規定の適用については、同

項中「新介護老人福祉施設基準第3条第1項第1号イ」とあるのは「社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定め

る条例(平成30年岩手県条例第62号)第8条の規定により読み替えて適用される指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する

基準第3条第1項第1号イ」と、「「1人」とあるのは、「4人以下」」とあるのは「「1人とすること。ただし、地域の実情に応じて知

事が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる」とあるのは、「4人以下とすること」」とする。

(指定介護予防サービスの事業の設備に関する基準に係る経過措置)

8　別表14の項に掲げる指定介護予防サービスの事業のうち、復興推進事業として、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条

第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第9条に規定する介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所整備推進事業を定めた認定復興推進計画に定められた区域内に存する指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問

リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業を行う事業所であって、病院、診療所、介護老

人保健施設又は介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うことができるものであると

知事が認めるものの設備に係る指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防



のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第80条第1項の規定の適用については、令和5年3月31日ま

での間は、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは、「事業の」とする。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

(療育センター条例の一部改正)

9　療育センター条例(昭和51年岩手県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附　則(令和2年3月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和6年3月27日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附　則(令和7年3月27日条例第23号)

1　この条例は、公布の日から施行する。

2　児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4第1項に規定する一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制に係る基準については、

令和11年3月31日までの間は、この条例による改正後の社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例第3条

の規定は適用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第42条及び第46条に定める基準によるもの

とする。

別表(第2条、第3条関係)

(一部改正〔令和2年条例14号・6年29号・7年23号〕)

社会福祉施設等 法律の規定 要件及び基準 法令等

1　一時保護施設(児童福祉法第
12条の4第1項に規定する一時
保護施設をいう。以下同
じ。)

児童福祉法第12条の4第2項 一時保護施設の設備及び運営に
関する基準

一時保護施設の設備及び運営に
関する基準(令和6年内閣府令第
27号)

1の2　指定通所支援(児童福祉
法第21条の5の3第1項に規定
する指定通所支援をいう。以
下同じ。)及び同法第21条の5
の4第1項第2号に規定する基
準該当通所支援の事業

児童福祉法第21条の5の4第1項
第2号、第21条の5の15第3項第1
号、第21条の5の17第1項第1号
及び第2号並びに第21条の5の19
第1項及び第2項

児童福祉法第21条の5の3第1項
に規定する指定障害児通所支援
事業者の要件並びに指定通所支
援の事業等の設備及び運営に関
する基準

児童福祉法施行規則(昭和23年
厚生省令第11号)及び児童福祉
法に基づく指定通所支援の事業
等の人員、設備及び運営に関す
る基準(平成24年厚生労働省令
第15号)

2　指定障害児入所施設等(児童
福祉法第24条の2第1項に規定
する指定障害児入所施設等を
いう。以下同じ。)

児童福祉法第24条の9第3項にお
いて準用する同法第21条の5の1
5第3項第1号並びに同法第24条
の12第1項及び第2項

児童福祉法第24条の2第1項に規
定する指定障害児入所施設の事
業者の要件並びに指定障害児入
所施設等の設備及び運営に関す
る基準

児童福祉法施行規則及び児童福
祉法に基づく指定障害児入所施
設等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成24年厚生労働省
令第16号)

3　児童福祉施設(幼保連携型認
定こども園を除く。以下同
じ。)

児童福祉法第45条第1項 児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準(昭和23年厚生省令
第63号)

4　病院及び診療所 医療法第7条の2第4項、第18
条、第21条第1項第1号及び第12
号並びに同条第2項第1号及び第
3号

既存の病床数及び申請に係る病
床数の補正、専属の薬剤師の配
置、病院及び療養病床を有する
診療所に置くべき従業者及びそ
の員数並びに病院及び療養病床
を有する診療所の施設及びその
構造設備に関する基準

医療法施行規則(昭和23年厚生
省令第50号)

5　救護施設、更生施設、医療
保護施設、授産施設及び宿所
提供施設

生活保護法第39条第1項及び社
会福祉法第65条第1項

救護施設、更生施設、医療保護
施設、授産施設及び宿所提供施
設の設備及び運営に関する基準

救護施設、更生施設、授産施設
及び宿所提供施設の設備及び運
営に関する基準

6　軽費老人ホーム(老人福祉法
第20条の6に規定する軽費老
人ホームをいう。以下同
じ。)

社会福祉法第65条第1項 軽費老人ホームの設備及び運営
に関する基準

軽費老人ホームの設備及び運営
に関する基準(平成20年厚生労
働省令第107号)

7　女性自立支援施設(困難な問
題を抱える女性への支援に関
する法律(令和4年法律第52
号)第12条第1項に規定する女
性自立支援施設をいう。以下
同じ。)

社会福祉法第65条第1項 女性自立支援施設の設備及び運
営に関する基準

女性自立支援施設の設備及び運
営に関する基準(令和5年厚生労
働省令第36号)

7の2　社会福祉住居施設(社会
福祉法第68条の2第1項に規定
する社会福祉住居施設をい
う。以下同じ。)

社会福祉法第68条の5第1項 社会福祉住居施設の設備の規模
及び構造並びに福祉サービスの
提供の方法、利用者等からの苦
情への対応その他の社会福祉住
居施設の運営に関する基準

無料低額宿泊所の設備及び運営
に関する基準(令和元年厚生労
働省令第34号)

8　養護老人ホーム(老人福祉法
第20条の4に規定する養護老
人ホームをいう。以下同
じ。)

老人福祉法第17条第1項 養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準

養護老人ホームの設備及び運営
に関する基準(昭和41年厚生省
令第19号)

9　特別養護老人ホーム(老人福
祉法第20条の5に規定する特
別養護老人ホームをいう。以
下同じ。)

老人福祉法第17条第1項 特別養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準

特別養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準

10　指定居宅サービス(介護保
険法第41条第1項に規定する
指定居宅サービスをいう。以
下同じ。)及び同法第42条第1

介護保険法第42条第1項第2号、
第70条第2項第1号、第72条の2
第1項第1号及び第2号並びに第7
4条第1項及び第2項

介護保険法第41条第1項に規定
する指定居宅サービス事業者の
要件並びに指定居宅サービス等

介護保険法施行規則(平成11年
厚生省令第36号)及び指定居宅
サービス等の事業の人員、設備
及び運営に関する基準



項第2号に規定する基準該当
居宅サービスの事業

の事業の設備及び運営に関する
基準

11　指定介護老人福祉施設(介
護保険法第48条第1項第1号に
規定する指定介護老人福祉施
設をいう。以下同じ。)

介護保険法第88条第1項及び第2
項

指定介護老人福祉施設の設備及
び運営に関する基準

指定介護老人福祉施設の人員、
設備及び運営に関する基準

12　介護老人保健施設 介護保険法第97条第1項から第3
項まで

介護老人保健施設の設備及び運
営に関する基準

介護老人保健施設の人員、施設
及び設備並びに運営に関する基
準(平成11年厚生省令第40号)

13　介護医療院 介護保険法第111条第1項から第
3項まで

介護医療院の設備及び運営に関
する基準

介護医療院の人員、施設及び設
備並びに運営に関する基準(平
成30年厚生労働省令第5号)

14　指定介護予防サービス(介
護保険法第53条第1項に規定
する指定介護予防サービスを
いう。以下同じ。)及び同法
第54条第1項第2号に規定する
基準該当介護予防サービスの
事業

介護保険法第54条第1項第2号、
第115条の2第2項第1号、第115
条の2の2第1項第1号及び第2号
並びに第115条の4第1項及び第2
項

介護保険法第53条第1項に規定
する指定介護予防サービス事業
者の要件並びに指定介護予防サ
ービス等の事業の設備及び運営
並びに指定介護予防サービス等
に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準

介護保険法施行規則及び指定介
護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法
に関する基準

15　削除

16　指定障害福祉サービス(障
害者総合支援法第29条第1項
に規定する指定障害福祉サー
ビスをいう。以下同じ。)及
び障害者総合支援法第30条第
1項第2号に規定する基準該当
障害福祉サービス(同号イに
規定する基準該当事業所によ
り行われるものに限る。)の
事業

障害者総合支援法第30条第1項
第2号イ、第36条第3項第1号、
第41条の2第1項第1号及び第2号
並びに第43条第1項及び第2項

障害者総合支援法第29条第1項
に規定する指定障害福祉サービ
ス事業者の要件並びに指定障害
福祉サービスの事業等の設備及
び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
施行規則(平成18年厚生労働省
令第19号)及び障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定障
害福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基準
(平成18年厚生労働省令第171
号)

17　指定障害者支援施設(障害
者総合支援法第29条第1項に
規定する指定障害者支援施設
をいう。以下同じ。)

障害者総合支援法第38条第3項
において準用する障害者総合支
援法第36条第3項第1号並びに障
害者総合支援法第44条第1項及
び第2項

指定障害者支援施設の事業者の
要件並びに設備及び運営に関す
る基準

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
施行規則及び障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく指定障害
者支援施設等の人員、設備及び
運営に関する基準(平成18年厚
生労働省令第172号)

18　障害福祉サービス事業(障
害者総合支援法第80条第1項
に規定する障害福祉サービス
事業をいう。以下同じ。)

障害者総合支援法第80条第1項 障害福祉サービス事業の設備及
び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
に基づく障害福祉サービス事業
の設備及び運営に関する基準
(平成18年厚生労働省令第174
号)

19　地域活動支援センター 障害者総合支援法第80条第1項 地域活動支援センターの設備及
び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
に基づく地域活動支援センター
の設備及び運営に関する基準
(平成18年厚生労働省令第175
号)

20　福祉ホーム 障害者総合支援法第80条第1項 福祉ホームの設備及び運営に関
する基準

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
に基づく福祉ホームの設備及び
運営に関する基準(平成18年厚
生労働省令第176号)

21　障害者支援施設 障害者総合支援法第84条第1項 障害者支援施設の設備及び運営
に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律
に基づく障害者支援施設の設備
及び運営に関する基準(平成18
年厚生労働省令第177号)

22　認定こども園(幼保連携型
認定こども園を除く。以下同
じ。)

認定こども園法第3条第1項及び
第3項

認定こども園の認定の要件 認定こども園法(第3条第2項及
び第4項に限る。)及びこれらの
規定により主務大臣が定める基
準

23　幼保連携型認定こども園 認定こども園法第13条第1項 幼保連携型認定こども園の設備
及び運営に関する基準

幼保連携型認定こども園の学級
の編制、職員、設備及び運営に
関する基準(平成26年内閣府・
文部科学省・厚生労働省令第1
号)(第3条、第8条第2項及び第1
3条第1項(児童福祉施設の設備
及び運営に関する基準第4条及
び第5条第4項の規定を準用する
部分に限る。)を除く。)



○社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例施行規則

平成30年12月19日

規則第57号

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例施行規則

(趣旨)

第1条　この規則は、社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号。以下「条

例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービスの提供に関する届出)

第2条　条例別表10の項の社会福祉施設等の欄に掲げる指定居宅サービスに係る同項の法令等の欄に掲げる指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。)第95条第

4項の規定による届出は、別に定める様式による指定通所介護事業所における夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービスの提供に

関する開始(変更)届出書により行わなければならない。

2　前項の届出をした指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者(次項において「届出指定通所介護事業者」

という。)は、前項の届出書の記載事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に同項の届出書により当該届出に係るサービ

スを提供する指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所の所在地を所管する広域振興局長に届け出なけれ

ばならない。

3　届出指定通所介護事業者は、指定居宅サービス等基準第95条第4項の届出に係るサービスを休止し、又は廃止しようとするときは、

休止し、又は廃止しようとする日の1月前までに別に定める様式による指定通所介護事業所における夜間及び深夜の指定通所介護以

外のサービスの休止(廃止)届出書により前項に規定する広域振興局長に届け出なければならない。

(認定こども園の職員資格の特例の承認の申請)

第3条　認定こども園の設置者は、条例別表22の項の法令等の欄に掲げる法令等の規定に基づき、保育士の資格のみを有する者を学級

を担任する職員としようとするとき又は幼稚園教員免許状のみを有する者を満3歳以上の子どものうち幼稚園と同様に1日に4時間程

度利用する子ども及び保育所と同様に1日8時間程度利用する子どもの保育に従事する者としようとするときは、別に定める様式によ

る職員資格特例承認申請書を知事に提出しなければならない。

(認定こども園等の教育・保育相談事業)

第4条　条例第9条(条例第10条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるもののうち知事が定めるものは、就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条第1号に

掲げる事業とする。

附　則

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則等の廃止)

2　次に掲げる規則は、廃止する。

(1)　指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第15号)

(2)　救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第39号)

(3)　軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第40号)

(4)　養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第41号)

(5)　特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第42号)

(6)　指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第43号)

(7)　指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第44号)

(8)　介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第45号)

(9)　指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第46号)

(10)　指定介護予防サービス等の事業の設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第47号)

(11)　指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第48号)

(12)　指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第49号)

(13)　指定障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第50号)

(14)　障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第51号)

(15)　地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第52号)

(16)　福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第53号)

(17)　障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第54号)

(18)　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第55号)

(19)　婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年岩手県規則第56号)

(20)　幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成27年岩手県規則第4号)

(21)　認定こども園の認定の要件を定める条例施行規則(平成27年岩手県規則第16号)

(22)　介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年岩手県規則第28号)

(医療法施行細則の一部改正)

3　医療法施行細則(昭和30年岩手県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(看護職員修学資金貸付条例施行規則の一部改正)

4　看護職員修学資金貸付条例施行規則(昭和37年岩手県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩手県事務委任及び代決専決規則の一部改正)

5　岩手県事務委任及び代決専決規則(平成18年岩手県規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略


